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公 安 委 員 会 規 則

島根県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成25年３月８日

島根県公安委員会委員長 中 島 巖

島根県公安委員会規則第１号

島根県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

島根県道路交通法施行細則（昭和55年島根県公安委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

別表第２一般国道485号（松江だんだん道路）の項中「松江市西尾町643番１先」を「松江市下東川津町821番１先」に

改める。

附 則

この規則は、平成25年３月10日から施行する。
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